
新たに加工・業務用野菜に取り組む皆さまへ
加工・業務用野菜導入への第１歩となる取組を支援します

令和５年度補正予算 産地生産基盤パワーアップ事業のうち
国産シェア拡大対策（園芸作物等） サプライチェーン構築支援

新たに加工・業務用野菜に取り組む産地等が
実需者等と連携したサプライチェーンの構築
に必要な取組を支援します。

支援内容

農林水産省 農産局 園芸作物課 ☎03ｰ3501ｰ4096
北海道農政事務所 生産支援課 ☎011ｰ330ｰ8807
東北農政局 生産部 園芸特産課 ☎022ｰ221ｰ6193
関東農政局 生産部 園芸特産課 ☎048-740-0434
北陸農政局 生産部 園芸特産課 ☎076ｰ232-4314

東海農政局 生産部 園芸特産課 ☎052ｰ223ｰ4624
近畿農政局 生産部 園芸特産課 ☎075ｰ414ｰ9023
中国四国農政局 生産部 園芸特産課 ☎086ｰ224-9413
九州農政局 生産部 園芸特産課 ☎096-300-6254
沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課 ☎098-866-1653

お問い合わせ先

農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体。
（注）受益農業従事者（農業（販売・加工等を含む。）の常時従事者

（原則年間150 日以上）をいう。）が５名以上必要です。

事業実施主体

（１）加工・業務用野菜に転換し、一定量の生産を行うこと。
（２）加工・業務用として実需者への販売を行うことが見込まれること。
（３）普及指導センター等から、技術面等の指導を受けること。

主な事業要件

対象となる主な取組

①生産計画の策定【必須】

補助率
定額

③品種選定、栽培技
術等の実証試験

②産地事例等調査

検討会の実施や安定供給体制等
について取りまとめた生産計画
の策定等

対象品目

野菜に限る
ばれいしょ、
かんしょは除く

※加工・業務用向けの品目、品種等への転換等を主とする取組であること

加工・業務用野菜産地の先進地調
査や実需者ニーズの調査等

加工・業務用野菜に適した
品種の選定、栽培技術の確
立に向けた実証試験、加工
適正試験等

先進地調査

実需者ニーズの調査

検討会の開催

生産計画の策定

品種選定試験

栽培技術実証
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